
大野市監査告示第１号

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき財政援助団体等監査を実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を次のとおり公表する。
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１ 大野市監査基準への準拠 
令和６年度財政援助団体等監査は、大野市監査基準（令和２年大野市監査告示第２号）

に準拠して実施した。 
 
２ 監査の種類 

地方自治法第 199 条第７項に基づく財政援助団体等監査 
 
３ 監査の対象団体等 
 （１）対象団体  一般財団法人 越前おおの農林樂舎（以下「越前おおの農林樂舎」とい

う。） 
 （２）所 管 課  地域経済部 農業林業振興課（以下「農業林業振興課」という。） 

 
４ 監査の対象及び実施期間 
  令和５年度において対象団体の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政

的援助等の目的に沿って行われているか、また、適正な法人運営及び円滑な経営の確保が
図られているかという点について次のとおり監査を実施した。 

 （１）監査の対象 
   ア 補助金等 

補助金の名称 令和５年度決算額 
越前おおの農林樂舎運営事業（人件費分）補助金 13,266,000 円 
越前おおの農林樂舎運営事業（事業費分）補助金 4,003,000 円 
農業再生協議会運営事業（人件費分）補助金 10,515,208 円 

農業再生協議会運営事業（事業費分）補助金 300,000 円 
   イ 出資金   

基本金 市の出資額 出資比率 
4,500,000 円 3,000,000 円 66.7％ 

 
（２）実施期間 

項目 実施期間 
書類検査 令和 7 年１月 14 日から１月 28 日まで 
説明聴取 令和 7 年１月 28 日 
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５ 監査の着眼点（評価項目） 
  対象団体は、市が出資している団体であり、かつ、補助金等の財政的援助を行っている

団体であることから、監査における主な着眼点は次のとおりとした。 
 

区分 対象団体等 着眼点 

財
政
援
助
団
体
監
査 

越前おおの農林樂舎 ・事業計画書、予算書及び決算書と所管課等へ提出
した補助金の交付申請書、実績報告書等は符号す
るか 

・補助金を受けた事業は、計画及び交付基準に従っ
て実施され、十分効果が上げられているか 

・補助金に係る会計処理は適正に行われているか 
・補助金が対象事業以外に流用されていないか 
・出納関係帳票等は適正に整備されているか 
・領収書等の証拠書類の整備及び保存は適切か 

・実績報告は適正に行われているか 

農業林業振興課 ・補助事業の基準等が明確であり、適正な処理が行
われているか 

・交付申請から実績報告までの処理が適正に行われ
ているか 

・補助金の効果について検証しているか 

出
資
団
体
監
査 

越前おおの農林樂舎 ・設立目的（出資目的）に沿った事業運営が行われ
ているか 

・会計規程等諸規程は整備されているか 
・財務諸表等は適切に作成されているか 
・会計処理は適切か 
・資産の運用は適切か 

・現金や預金通帳、銀行印等の管理体制は適切か 
農業林業振興課 ・団体の経営状況及び財政状況を十分把握している 

 か 
・団体に対する適切な助言が行われているか 
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６ 監査の主な実施内容 

上記の監査の着眼点（評価項目）について、事前に監査資料の提出を求め、関係書類等
を検査するとともに、適宜書面及び口頭による質問・照会への回答や関係職員から執行状
況等の説明を聴取するなどの方法により監査を実施した。 

なお、監査の結果については、次のとおり区分することとした。 
 

 
 

区分 内容 処置の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
指摘 
 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事
業の管理について、次のいずれかに該当するも
の 
１ 法令に違反すると認められる事案 
２ 予算目的に反していると認められる事案 
３ 不経済な行為又は損害が生じていると認

められる事案 
４ 事務処理等が適切性を欠くと認められる

事案 
５ 経済性、効率性又は有効性の観点から改善

が必要と認められる事案 
６ 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又

は見直しが必要であると認められる事案 
７ 前回までの監査で指摘事項又は要望事項

となっている事案であって、是正、改善等の
ための努力又は検討がなされていないと認
められるもの 

８ その他著しく不適切あるいは著しく妥当
性を欠くもの 

 具体的内容を監査の結果報告
に記載して市長等に提出すると
ともに公表する。 
 また、監査委員は、監査対象機
関の長に対し、文書で通知し、そ
の措置について回答を求める。 

 
 
検討・ 
要望 

 指摘事項には該当しないが改善の検討を求
めるもの、業務運営にあたって留意や努力を要
望するもの 

 監査委員は、監査対象機関の
長等に対し、文書又は口頭で改
善の検討を求め、又は要望する。 
 また、検討事項については、監
査委員が必要と認める場合、監
査委員は監査対象機関の長等に
対し、文書又は口頭で措置等に
ついて回答を求めることができ
る。 
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７ 対象団体の概要 
（１）名 称 一般財団法人 越前おおの農林樂舎 
（２）所在地 福井県大野市中挾一丁目 1601 番地 1 
（３）設 立 平成 21 年 4 月 3 日 
（４）目 的 

農林業者、農業関係団体、林業関係団体、商工業者、商工業関係団体及び行政の連
携による運営により、農林産物のブランド化と販路拡大等の特産振興、優良農地の
確保と効率的利用、多様な担い手の育成確保及び都市部との交流の推進を図り、も
って大野市農林業の発展と地域社会経済の活性化に寄与すること。 

（５）事 業  
ア法人会計 

① 管理運営事業 
② 農業再生協議会運営事業 

イ事業会計 
① 販路拡大・ブランド発信事業 
② おいしいお米レベルアップ事業 
③ 森林経営管理事業 
④ エコフィールド管理運営事業 
⑤ 多面的機能支払交付金事業 
⑥ 集荷・販売システム運営事業 

（６）組 織（令和６年 7 月１日現在）  
ア 評議員   4 人 
イ 理事長   1 人 
ウ 常務理事 1 人 
エ 理事   8 人 
オ 監事   2 人 
カ 職員   18 人 

（派遣職員 2 人、嘱託職員 7 人、臨時職員 4 人、労働的臨時職員 5 人） 
（７）基本財産 定期貯金 4,500,000 円 
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（８）収支状況 
  ア 正味財産増減計算書（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

 



６ 
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イ 貸借対照表（令和 6 年 3 月 31 日現在） 
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８ 監査結果 
上記１から 6 までに記載したとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務事

業が法令に適合し適正かつ効率的に執行されたとおおむね認められた。 
ただし、一部において、検討を要する箇所が見受けられたため、検討事項を提起した。 
なお、指摘事項及び要望事項は認められなかった。 
 

９ 総括意見 
今回、監査の対象とした越前おおの農林樂舎は、「大野市農林業の発展と地域社会経済の

活性化に寄与すること」を目的として設置され、おおの産農林産物のＰＲやブランド発信、
販路拡大、優良農地の確保と効率的な利用などに取り組み、平成 21 年の設立以来、長年に
わたり農林業者の支援を行っている。 

また、令和 5 年度は、道の駅越前おおの荒島の郷や道の駅九頭竜、ふるさと納税などにお
ける取扱商品の売上高が過去最高となるなど、ブランドの発信とともに、経営の健全化にも
取り組んでいる。 

しかしながら、人口減少や少子化、高齢化の進行による農山村集落のコミュニティ機能の
低下や、後継者不足の深刻化、また米や木材など農林産物価格の不安定さなど、農林業を取
りまく環境は依然として厳しい状況である。 

こうした状況から、越前おおの農林樂舎においては、関係機関・団体とさらに連携を強化
し、今後とも、新たな発想のもと、各事業に積極的に取り組み、本市の農林業の発展と地域
経済の活性化に対し、より一層寄与されるよう取り組まれたい。 

 
 
 


